
■ヨーロッパ地方自治憲章（S60.6.27 採択） 
前文 －抜粋－ 
「 真の権限をもった地方自治体の存在が、効果的で市民に身近な行政を供給するこ 
とを確信して、多様なヨーロッパ諸国における地方自治の擁護と強化が、民主主義 
と分権の原理に基づくヨーロッパの建設に対する重要な貢献であることを意識して、 
これには、民主的に構成された意思決定機関をもち、権限、権限行使の方法と手段、 
およびその実現に要する財源に関して広範な自立性を持つ地方自治体の存在が必要 
であることを強調して、下記のとおり合意した。 」 
その他の条文 －抜粋－ 
「第４条［地方自治の範囲］ 
１ 地方自治体の基本的な権限と責務は、憲法又はこれに準ずるような基本法に 
おいて規定されなければならない。ただし、法律に違反しない限りにおいて、 
地方自治体に対し、特定の事項に係る規定を設ける権限及び責務を与えること 
を妨げるものではない。 
２ 地方自治体は、法律の範囲内において、自己の権能に属さないとされた事項 
及び他の地方自治体の権能とされた事項以外の事項については、その処理に関 
し、完全な裁量権を有するものとする。 
３ 公的部門が担うべき責務は、原則として、最も市民に身近な公共団体が優先 
的にこれを執行するものとする。国など他の公共団体にその責務を委ねる場合 
は、当該責務の範囲及び性質並びに効率性及び経済上の必要性を勘案したうえ 
で、これを行わなければならない。 
４ 地方自治体に与えられる権限は、原則として完全かつ排他的なものでなけれ 
ばならない。この権限は法律による場合を除き、中央政府又は他の地方政府に 
よって侵され、又は制限されてはならない。 
５、６略 
第９条［地方自治体の財源］ 
１ 地方自治体は、国家の経済政策の範囲内において、かつ自らその権限の範囲 
内において、自由に使用することのできる適切かつ固有の財源を付与されなけ 
ればならない。 
２ 地方自治体の財源は、憲法および法律によって付与された責務に相応するも 
のでなければならない。 
３ 地方自治体の財源の少なくとも一部は、法律の範囲内において、当該地方自 
治体が自らその水準を決定することができる地方税及び料金から構成されるも 
のとする。 
４ 地方自治体に付与される財源の構造は、その責務の遂行に相応して伸張して 
いくことができるよう、十分に多様でかつ弾力的なものでなければならない。 



５ 財政力の弱い地方自治体を保護するため、財政収入及び財政需要の不均衡に 
よる影響を是正することを目的とした財政調整制度又はこれに準ずる仕組みを 
設けるものとする。ただし、これは、地方自治体が自己の権限の範囲において 
行使する自主性を損なうようなものであってはならない。 
６ 地方自治体は、財源の地方自治体への再配分に当たっては、その再配分の手 
法につき、適切な方法によりその意見を申し出る機会を与えられなければなら 
ない。 
７ 地方自治体に対する補助金又は交付金は、可能な限り、特定目的に限定され 
ないものでなければならない。補助金又は交付金の交付は、地方自治体がその 
権限の範囲内において政策的な裁量権を行使する基本的自由を奪うようなもの 
であってはならない。 
８ 投資的経費の財源を借入金によって賄うため、地方自治体は、法律による制 
限の範囲内において国内の資本市場に参入することができる。  


